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【考え方】
○道州制のもとでは基礎自治体が行政の主役。

○その基礎自治体の制度設計は､国が全国一律に決めている。

○一方で､北海道においては次のような状況がある。
・広域分散型の地域特性に対応した基礎自治体の制度設計が必要
・全国よりも早く進む人ロ減少と高齢化への対応が急務
・道から市町村への権限移譲の推進により､権限において特例市に迫る市や、
市に迫る町も出現

○平成20年５月に総務省から公表された｢定住自立圏構想｣によれば､中心市と
その周辺市町村との協力体制構築が打ち出されているが､上記のような北海道
の特性を踏まえて圏域形成や中心市の機能強化を図っていく必要がある。

○さらに､道州制を展望するなら､基礎自治体の制度を北海道が自ら構築できる
よう制度設計の権限そのものを移譲するよう取り組んでいく必要がある。

【方策】

指定都市等の要件設定権限を北海道に移譲し､北海道は､地域の実情や道
からの権限移譲の状況等を踏まえ､市町村と協議しながら制度設計し､条例
で指定要件を設定

将来｢の､基礎自治体の新モデルをつくる広域中核市制度の創設

二次医療圏単位に合併して誕生した市に政令指定都市の規定を準用し､権
限と財源を大幅に移譲する広域中核市制度を地方自治法に創設
広域中核市は市の条例により区を設置でき､その制度設計は当該市が行う
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定住自立圏構想との関係

定住自立圏構想:住民が必要とするサービスが提供可能な圏域を単位
基礎自治体の強化により実現÷これを｢指定都市等の指定範囲の拡大｣と

「広域中核市の創設による大幅な権限の移譲に｣により支援

合併市町村
(合併後の単一の団体で定住自立圏を
構成する場合）

定住自立圏 定住自立圏
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定住自立圏構想は､住民サービスに着目した新しい地域のありかたであり､その実
現には､中心市となる市の強化が不可欠。

また､広域中核市はそうした定住自立圏を構成する市町村が合併した場合には､さ
らに強力な権限を付与する仕組み。
北海道がこうした各種都市の要件設定権限を持つことにより､将来の道州制の実現
に大きく寄与するものと考えられる。

蟹



指定都市等の要件設定権限の移譲く新旧対照表＞

← 
￣ 

区分 現行 権限移譲後

イメージ図

指定都市 人口５０万人以上の市
(政令で指定）

中核市 人口３０万人以上の市
(政令で指定）

特例市 人ロ２０万人以上の市
(政令で指定）

一般市 人ロ５万人以上

指定都市 地方道路譲与税の増額
宝くじの発売

指定都市
中核市
特例市

地方交付税の算定上所要の措置(基準財
政需要額の算定における補正）

【指定都市等の指定の要件】

【財政制度】

■■■■■■ 

要件は
政令で定める

道議会の議決を
経て知事が定め
る｡ 

指定都市 北海道内においては条例に掲げる要件による

中核市 北海道内においては条例に掲げる要件による

特例市 北海道内においては条例に掲げる要件による

一般市 北海道内においては条例に掲げる要件による

指定都市 地方道路譲与税の増額
宝くじの発売

指定都市
中核市
特例市

地方交付税の算定上所要の措置(基準財
政需要額の算定における補正）

【指定都市等の指定の要件】

司り
指定都市等の要件設定権限の移譲を受け、
の状況等を踏まえ、市町村と協議しながら
る基礎自治体を道内各地に育てる。

【財政制度】

要件は
道条例で
窟5石Z5￣
￣ 

地域の実情や道からの権限移譲
制度設計を行い、圏域の核とな

法令制度

３ 一９２６ １２２ －ロロ２２２ ５５５ ２２２８ §§§§ 
法》項

自同同同
方地

ヘヘヘヘ市市市市翻核例般指中特一○○○○ 
【特区提案】
○地方自治法を改正し、指定都市等の要件設定権限を道に移醸し、その細
則は道の条例で規定する。
※指定手続きのイメージ
道内の市から指定を求める申出（市議会の議決が必要）を道が受け、
道議会の議決を経て道が指定を決定。道はその旨を国に報告し、国にお
いて指定された旨の告示を行う。

○法§252-19,§252-22及び§252-26-3に、「北海道内においては条例に
掲げる要件による」旨の条文をそれぞれ追加するとともに、§８に「北海
道内においては条例に掲げる要件」という条文を追加する。



指定都市・中核市・特例市の概要

－４２－ 

区分 指定都市(17市） 中核市(39市） 特例市(43市）

要件 ･人口50万人以上で政令

で指定する市（人□そ

の他都市としての規

模、行財政能力等にお

いて既存の指定都市と

同等の実態を有すると

みられる都市を指定）

･人口30万人以上で政

令で指定する市

･人口20万人以上で政

令で指定する市

鍬､ｻID糊 ･別紙のとおり

￣ 

関与

の特例

･知事の承認、許可、認

可等の関与を要してい

る事務について、その

関与をなくし、又は知

事の関与に代えて直接

各大臣の関与を要する

こととする。

･福祉に関する事務に

限って指定都市と同

様に関与の特例が設

けられている。

■ なし

行政組織

上の特例

･区の設置

･区選挙管理委員会の設

置

･区地域協議会の設置

等

･なし

財政上

の特例

･地方道路譲与税の増額

･地方交付税の算定上所

要の措置（基準財政需

要額の算定における補

正）

･宝くじの発売

等

･地方交付税の算定上所要の措置（基準財政需

要額の算定における補正）

決定

の手続

･政令で指定 ･市からの申出に基づき、政令で指定

･市は申出に当たっては市議会の議決及び都道

府県の同意が必要

･都道府県が同意する場合には議会の議決が必

要

道内の

指定状況

･札幌市(S47.4.1） ･旭川市(H１２．４．１）

･函館市(H17.10.1）

■ なし



←
②
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指定都市

中核市

特例市

I■■■■■■■■⑪■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ロ

･児童相麟所の設置
｡市街地開発事業に関する都市計画決定
･市内の指定区間外の国道や県道の管理

･県費負担教職員の任免、給与の決定等
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ｉ 

.特別養護老人ホームの設置認可・監督
･身体障害者手帳の交付

･保健所設置市が行う事務
地域住民の健康保持・増進のための事業
飲食店営業等の許可、温泉の利用許可

･屋外広告物の条例による設置制限

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

｡ 

■ 

■ 
￣ 

.－段廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設設置の許可等
､■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ｕ 

･市街化区域又は市街化調整区域内の開発行為の許可
･市街地開発事業の区域内における建築の許可
･騒音を規制する地域の指定､規制基準の設定 等

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

･指定区間の1級河川､２級河川の管理

■■ ■■ 

･小中学校に係る学級編成､教職員定数の決定
･私立学校､市町村立学校の設置許可
･高等学校の設置･管理
･警察(犯罪捜査､運転免許等）

･都市計画区域の指定

｡市街化区域､市街化調整区域の区域区分(線弓|き）

■■■■。

ｑ 

等

｡生活保護（市及び福祉事務所設置町村が処理）

● 

|市町村

･都市計画決定・小中学校の設置･管理

.特別養護老人ホームの設置・運営。市町村道､橋梁の建設｡管理・一般廃棄物の収集や処理

･介護保険事業．。上下水道の整備･管理運営・消防･救急活動
･国民健康保険事業・住民票や戸籍の事務

Ｌ 

等



■地方自治法（昭和二十二年四月十七日法律第六十七号）

○指定都市関係条文

（指定都市の権能）

第＝百五十二条の十九政令で指定する人口五十万以上の市（以下「指定都市」と

いう｡）は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定める

ところにより処理することとされているものの全部又は－部で政令で定めるもの

を、政令で定めるところにより、処理することができる。

－児童福祉に関する事務

二民生委員に関する事務

三身体障害者の福祉に関する事務

四生活保護に関する事務

五行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務

五の二社会福祉事業に関する事務

五の三知的障害者の福祉に関する事務

六母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務

六の二老人福祉に関する事務

七母子保健に関する事務

八障害者の自立支援に関する事務

九食品衛生に関する事務

十墓地、埋葬等の規制に関する事務

十一興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務

十一の二精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務

十＝結核の予防に関する事務

十三都市計画に関する事務

十四土地区画整理事業に関する事務

十五屋外広告物の規制に関する事務

２指定都市がその事務を処理するに当たって、法律又はこれに基づく政令の定め

るところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その

他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しく

は都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他

の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定

めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指

示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道

府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣

の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を

受けるものとする。

（区の設置）

第＝百五十二条の二十指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、

条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときは

その出張所を置くものとする。

－４４－ 



２区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めな

ければならない。

３区の事務所又はその出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関であ

る職員をもって充てる。

４区に選挙管理委員会を置く。

５第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域

に、第百七十五条第＝項の規定は第三項の機関の長に、第二編第七章第三節中市

の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用す

る。

６指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くこと

ができる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区

地域協議会を設けないことができる。

７第二百＝条の五第二項から第五項まで及び第＝百＝条の六から第＝百二条の九

までの規定は、区地域協議会に準用する。

８指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定め

なければならない。

９第六項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第＝百二条の四

第一項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることがで

きる。

１０前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれ

を定める。

（政令への委任）

第二百五十二条の二十一法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第＝百

五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があった場合において必要な

事項は、政令でこれを定める．

○中核市関係条文
（中核市の権能）

第二百五十二条の二十二政令で指定する人口三十万以上の市（以下「中核市」と

いう｡）は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することが

できる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市

が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適

当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処

理することができる。

２中核市がその事務を処理するに当たって、法律又はこれに基づく政令の定める

ところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示

その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政

令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用

せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命

令を受けるものとする。

－４５－ 



（中核市の指定に係る手続）

第＝百五十二条の二十四総務大臣は、第＝百五十二条の＝十二第一項の中核市の

指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これ

を行うものとする。

２前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市

の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。

３前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

○特例市関係条文
（特例市の権能）

第二百五十二条の二十六の三政令で指定する人口二十万以上の市(以下｢特例市」

という｡）は、第二百五十二条の二十＝第一項の規定により中核市が処理すること

ができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが特例

市が処理することに比して効率的な事務その他の特例市において処理することが

適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、

処理することができる。

２特例市がその事務を処理するに当たって、法律又はこれに基づく政令の定める

ところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示

その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政

令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用

せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命

令を受けるものとする。

（特例市の指定に係る手続）

第二百五十二条の二十六の四第＝百五十二条の二十四の規定は、前条第一項の規

定による特例市の指定に係る政令の立案について準用する。

○一般市関係条文

第七条市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都

道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務

大臣に届け出なければならない。

２前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ

らかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

３都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の

境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを

定める。

４前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合に

おいては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団

体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。

５第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村

が協議してこれを定める。

６第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体

の議会の議決を経なければならない。

-４６－ 



７第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定

による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これ

を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

８第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によ

りその効力を生ずる。

第八条市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければな

らない。

一人口五万以上を有すること。

＝当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、

全戸数の六割以上であること。

三商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の

数が、全人口の六割以上であること。

四前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の

都市としての要件を具えていること。

２町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての

要件を具えていなければならない。

３町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第＝項及び第六項か

ら第八項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第村を町とし又は町を村とする処分は同条第 項及び第

六項から第八項までの例により、これを行うものとする。

-４７－ 
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将来の基礎自治体の新モデルをつくる広域中核市制度の創設く新旧対照表＞

←
②
 

； 
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進展する地方分権に対応した自治体の基盤強、

本道の実情にあった多様な基礎自治体のあ０ 
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【広域中核市制度の創設】
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指定都市並みの位置づけを与え、道の権限を財源や組織とセット
で移譲する。
○指定都市等の要件設定権限の移醸とあいまって、地方分権時代
における自治のあり方を北海道の実情にあった形で北海道側が決
めることができるよう、自由度を拡大していくもの。

【広域中核市制度の創設】

○ 
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法令制度
○地方自治法においては、指定都市（§252-19)、中核市（§
252-22)、特例市（§252-26-3）及び市（§８）の規定しかない。

【特区提案】
○地方自治法に新たな条項（§252-21-2）を設け、広域中核市を規定
する。

○広域中核市には、指定都市の規定（§252-11,§252-20）を準用
し､権限を法定移譲し、財源は交付税措置するほか、区を設置できる。

○広域中核市の基本的要件は、当該市の区域が医療法§３０－４②に規
定する区域（第２次医療圏）とする。要件の細目は北海道の条例で規
定する（指定手続きのイメージは、「指定都市等の要件設定権限の
移譲」と同様)。
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【ポイント】

○広域中核市には_その市の条例により区を置くことができる。
（現行の指定都市は､区は必置であり､置く置かないを決める自由はない）

○区の制度設計は､その市が条例で定める。
（現行の指定都市には､このような制度設計の権限はない）

※指定都市に区を必置とした立法趣旨
・大都市においては事務量が膨大
・市民と市政との距離を短くする

・実情にあった効果的な行政執行

【区を置くとした場合の制度設計の幅】

○「市役所の出先機関としての区｣もありうるし､「区長公選｣や｢区議
会を置く｣こともありうる。

○「市の全域を区分して区を置く｣こともありうるし､｢市の一部の区域

にのみ区を置く｣こともありうる。

※住民参加のしやすさや､地域事情の反映､効率的な行政執行など

を考慮して､その市に合った区のかたちを決める。

【意義】

○広域中核市は､市のなかの自治のかたちをその市が自ら決めるこ

とができる｡これは指定都市にもない自己決定権。

○これにより、自治意識の高揚や､住民参加の促進､地域事情に即し
た行政展開が図られる゜

○また、自治に関する制度設計の権限を国から地方に移すモデル
ケースの一つとなる。

－５２－ 



１圏域を広く見渡した政策展開

核となる都市部と周辺の｢まち｣や｢むら｣がネットワークを組んで共に支え合うた

めの政策を広域中核市が自ら考え､これに沿って､公立病院の再編や商業施設

の立地鶴一次産業の振興､道路網の管理などを行うようになる。

ｚ高い専門性を発揮した組織運営

保健所をはじめ支庁の機能の多くを広域中核市が吸収することにより､保健･医

療･福祉や都市計画などの分野で高い専門性が発揮できるようになる｡そうした環

境の中で､職員の能力も伸びていく。

ｓ道の関与を受けない自立的な自治体経営

権限移譲や関与廃止により､道に判断を求めることなく､広域中核市自らの責任

と判断で行政を行っていく。

さらには､中央省庁と直接折衝する機会が増すことにより､国家的､国際的な知

見も得ながら自治体経営を行うことができるようになる。

騨

－５３－ 



【Ｑ１】広域中核市には自治のかたちという点でどのような意義があるのでしょうか？

Ａ世界中を見渡すと自治のかたちには色々なバリエーションがありますが、日本では選
択肢は限られており、新しい発想で自治の姿を描こうとしても、現行制度ではできない
というところで思考が止まる傾向がありました。
しかし、少なくとも北海道に関しては、従来の発想ではうまくいかないところが出て

きており、これを打ち破るには、もっと自由な自治の構想ができるということを示すこ
とが重要です。

たとえば、広域中核市の区の制度設計をその市が行うことで、行政区というだけでな
く区長公選制やマネージャー制を導入するなども考えられます。また、市と区の役割分
担をはっきりさせ、例えば幼稚園や保育所については区が全権を持って行うことなども
考えられます。

こうしたことを、がちがちの日本の制度の中で考えるのではなく、自由な発想で考え
ることができるという点に、この新制度を創設する－つの大きな意義があります。

【Ｑ２】広域中核市制度はどのような経緯で構想されたのでしょうか？

Ａ平成１６年に富良野市から道に「広域都市構想」が提案され、その後も、いくつかの
地域で、支庁あるいは圏域単位の大規模な合併が模索されてきました。また、それ以前
からも、今後の基礎自治体の体制づくりには二次医療圏を重視すべきとする意見や、現
在の市町村を区として活用しながら圏域や支庁単位の大規模な合併を検討すべきとする
意見が道内にありました。

こうした動きやご意見を具体化する制度として、道において検討案を作成し、道州制
特区提案検討委員会で審議を重ね、案をまとめたものです。

【Ｑ３】広域中核市になることによって住民生活の面では何が変わるのでしょう？

Ａ日本全体でこれからも人ロ減少と高齢化が長期的に進むため、現在の市町村の体制で
は、保健・医療・福祉などの行政サービスを提供する上でどうしても力が不足する面が
出てきます。広域中核市制度は、こうした状況を乗り越えて、地域の安全・安心を確保
するために、強い基礎自治体を生み出そうとするものです。
また、圏域全体が－つの市になりますので、－次産業と消費地の連携、観光施設の
ネットワーク化など広域的な産業政策が展開しやすくなります。
これまでは、保健・医療・福祉や広域的な産業振興などは支庁が市町村と連携しつつ

行ってきましたが、これを広域中核市が一元的に担うことにより、住民の意思が直接反
映されるとともに、意思決定が迅速になります。
決める権限を持っているところには情報が集まり、人材も育ち、外から人や企業を呼
び込む吸引力が生まれます。まちの発展のチャンスとなります。
一方で、圏域単位の大規模な市町村合併を伴いますので、市役所が住民から遠い存在
とならないよう、区の制度の活用によるきめ細かな行政や、住民自治の活性化に努めて
いくことが大切になります。

-５４－ 



【Ｑ４】二次医療圏のなかには、人口が１０万人に満たない圏域もありますが、このよ
うな規模で政令指定都市と同じ権限を持つことは可能なのでしょうか？

Ａ政令指定都市と同等とすることにより法定移譲される権限の多くは、現在、支庁（保
健所、土木現業所を含む）で処理されており、その分の財源（主に地方交付税）は、道
に入っています。

広域中核市になると、支庁機能の大半（保健所は全部、土木現業所は道道の整備・維
持管理分等）は、財源とセットで広域中核市に移ることになります。
その際は、職員についても、広域中核市が希望すれば、移籍または派遣による対応を

行います。

こうしたことから、これまで通りの業務執行は十分可能と考えますし、市長が指揮命
令権を持ち、職員も市職員となり、予算等は市議会で審騒されますので、従来の支庁よ
りも地域への密着度がさらに高まるものと期待されます。

【Ｑ５】政令指定都市と同じ権限が処理できるだけの交付税措置をするといっても、交
付税総額が抑制されているなかで、必要な財源は確保されるのでしょうか？

Ａ交付税総額の確保は、地方六団体とも連携して強く国に主張していかなければならな
いことは申すまでもありません。
ただ、広域中核市の制度においては、法定移譲される権限に係る地方交付税（たとえ
ば保健所を維持運営するための経費に見合う分）は、現段階では道に交付されています
が、それが法定移譲後は広域中核市に交付されることになり、基本的には交付先が道か
ら広域中核市に替わるものであることから、国の交付税特別会計の負担増になるもので
はなく、全体として財源の確保は図られるものと考えます。

【Ｑ６】政令指定都市と同じ権限が処理できるだけの人材は、どのように確保・育成す
るのでしょうか？

Ａ広域中核市になり、保健所などの機関が道から広域中核市に移る場合、当面の対応と
しては、専門的な能力を持った人材を道から移籍または派遣することが考えられます。
長期的には、広域中核市として職員を新規採用して育成することが基本ですが、その場
合であっても、道や他市町村との交流人事によって、専門家を育てていく方策が考えら
れます。

－５５－ 



【Ｑ７】広域中核市と中央省庁との関係はどのようになるのでしょうか？

Ａ広域中核市になると、政令指定都市と同様に、地方債の起債は総務省と直接協議する
ことになります。また、福祉分野の－部においては、国から直接補助金を受領すること
になります。

このように、広域中核市には、道を経由することなく中央省庁と直接折衝する機会が
増えますが、それによって、中央省庁の持つ国家的、国際的なノウハウを吸収し、自治
体経営に生かしていくことが期待されます。
一方、広域中核市と道との関係についても、道州制に近づくほど、国から道に大幅
な権限移譲が行われ、国の役割を引き継いだ道州と広域中核市の新しい関係が始まるこ
とになると考えられます。

【Ｑ８】広域中核市は、道州制や市町村合併、市町村への権限移譲、支庁制度改革、さ
らには自治の将来像とどう関係するのでしょう？

Ａ道は、平成１８年に策定した北海道市町村合併推進構想の中で、道州制を見据えた将
来の基礎自治体の区域のイメージとして二次医療圏を打ち出していますが、広域中核市
制度は、こうした将来像のモデルとなる自治体の形成を後押しするものです。
また、広域中核市になることで、政令指定都市並の大幅な権限移譲が行われ、それに

伴って、支庁機能の大半が広域中核市に移ることになりますので、広域中核市制度は、
道州制、市町村合併、市町村への権限移譲、支庁制度改革の全てを総合した提案となり
ます。

【Ｑｇ】広域中核市と現在進められている市町村合併との関連はどうなるのでしょう？

Ａ広域中核市制度は、道州制を見据えた基礎自治体のモデルとなるものであり、現行の
合併特例法の期限内（平成２２年３月末）の合併を必ずしも対象としているものではあ
りませんが、将来的には広域中核市につながることを見据えた上で、現行の合併特例法
に基づく合併を進めることも有益と考えます。

【Ｑ10】将来、全ての基礎自治体を広域中核市にするという構想なのでしょうか？

Ａ広域中核市は、これからも全国的に続く人ロ減少と高齢化を乗り切り、地域の自立的
な発展を目指す強力な基礎自治体を形成する上で有効な制度になると考えますが、区の
制度設計は当該市が行うという発想にも現れているように、基礎自治体の自治のかたち
は、基礎自治体自身が決めるべきものであるとの考えに立っています。

そうした意味で、広域中核市になるかどうかは、圏域内の市町村の発意によるべきも
のであり、提案検討委員会としても、市町村の選択肢が増えるのは望ましいという観点
からこの提案を答申することとしたものです。

￣ 
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【Ｑ11】人口規模が小さな自治体の自治は、今後は困難になるのでしょうか？

Ａ広域中核市制度は、二次医療圏単位に合併して誕生した市に対して、道の権限を大幅
に法定移譲するのとセットで大幅な財源を交付税措置するものであり、このことは、人
ロ規模が小さくとも、圏域をカバーしていれば、自治体として高い専門性を持った行政
サービスが行えるよう財政基盤を保障することを意味します。

また、広域中核市は自らの判断で制度設計を行って区を置くことができるので、合併
前の市町村をもとに広域中核市の区を置いて地域に密着した自治を行うことも可能な制

度になっています。

こうした広域中核市という枠組みを選択する以外の方法としては、次項にあるような

広域連合の活用により、人口規模が小さな自治体においても行政サービスを維持してい
く方法が考えられるところです。

【Ｑ12】広域連合の活用は考えられないでしょうか？

Ａ広域中核市制度は、二次医療圏単位の大きな合併を前提としていますが、こうした大

合併を視野には入れているものの、一気に合併に踏む込む状況にはまだ達していないよ
うな地域にあっては、二次医療圏単位の広域連合により、事務の共同化や道からの権限

移譲を順次進め、合併の条件整備を図っていく方法もあると考えます。

－５７－ 
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例２農地の権利移動の許可

を､市町村ができるようにな

ります。
事務処理
の迅速化

権限重財源の移譲が進むのと連動して
市町村の体制整備も進んでいきます

(将来の姿）(これまで）
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指
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ＩＬｌ■;市町?村Tへ■の権I限移譲と広了域｡中核ｉ市制度と
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自治法252条の１７の２に基づく特
例条例による権限移譲

広域中核市の指定による権限移譲
等

移譲の進め方
道と市町村が個別の権限ごとに協
議し､漸進的に移譲を進める。

移譲の進展に伴い､合併など市町
村の体制整備の進展も期待。

二次医療圏単位の合併による強

カな基礎自治体の創出とセットで、

道の権限を組織も含めて大胆に移
譲する。

財源措置
法令上は道の権限であるため､道
に対して交付税で交付された上で、
道から市町村に権限移譲交付金と
して交付する。

税源移譲はない。

法令上も広域中核市固有の権限
となり、道ではなく広域中核市に対
して直接に交付税を交付する。

また､税源移譲もある。(地方道路
譲与税の増額）

組織の移管
移譲対象は幅広く設定しており、

非常に多くの移譲を受ける場合は、

組織の移管にまで至ることになるが、
漸進的に進めるなかでは､そこまで
踏み込んだ要望がなされる例は未
だない。

保健所の業務の全部､土木現業

所の業務の－部など支庁の業務の

多くが一度に移譲されることにより、
組織そのものの移管が生じる。

道の関与の廃止
自治法252条の１７の２は､道の関
与の廃止には使えない。

指定都市の規定の準用により､地

方債の起債は国と直接協議する｡ま
た､福祉分野の一部において､検査
等の道の関与は廃止され､補助金

についても道を経由せず直接国か
ら受領することとなる。

区の

制度

設計

道の権限ではないため、自治法2５
2条の１７の2では移譲できない。

他の市町村にない､広域中核市独
白の権限として創設する。

繍蕊簔熟曇



移譲権限数の累計(平成20年度移譲分まで）市町村別
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市町村名
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､:特例１
．：条例１ ⑬計．．〈ロ

旭川市 3９ 、、づ 1００３１ １ 

士別市 ２３ ７口 6１ 293 

名寄市 ２６ 6１ 324 

童良野市 ２６２ ６１ 323 

腫栖町 1９０ ０ 1９０ 

東神楽町 1８７ ０ 1８７ 

当麻町 1６３ 0 1６３ 

比布町 1６５ ０ 1６５ 

愛別町

上川町

東川町

美瑛町

｣三遍Z込星Ppj

中謹艮野InT

南富良野町

占冠村

和寒町

剣淵町

下川町

美深町

音威子府村

中川町

留萌市

増毛町

小平町、

BＴ 

羽幌町

1７７ 

1７６ 

1６９ 

248 

２３２ 

1８７ 

２２９ 

1８２ 

1９２ 

２３０ 

２３４ 

25Ｂ 

２１３ 

２０１ 

305 

２１４ 

２０１ 

1７３ 

220 

0 

０ 

０ 

０ 

3１ 

０ 

０ 

０ 

０ 

0 

０ 

０ 

０ 

０ 

6１ 

０ 

０ 

０ 

０ 

1フフ

1７６ 

1６９ 

248 

263 

1８７ 

229 

1８２ 

1９２ 

230 

234 

258 

213 

201 

366 

214 

201 

1７３ 

220 

十勝支庁

帯広市

音更町

±幌町

上士幌町

鹿追町

新得町

清水町

芽室町

中ｷＩ 内村

更卿 付

大穂 町

広屋 町

町

汀

町

町

町

睦月Ｉ 町

浦椴 町

30, 

271 

1９１ 

176 

1９１ 

２１０ 

231 

284 

1５１ 

1９７ 

225 

236 

301 

214 

1８９ 

212 

222 

167 

223 

8９ 

3１ 

０ 

0 

０ 

0 

0 

3１ 

0 

０ 

0 

0 

3１ 

0 

0 

0 

0 

0 

０ 

3８９ 

302 

1９１ 
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1９１ 
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231 
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1５１ 
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２１４ 

1８９ 

２１２ 

２２２ 

1６７ 

２２３ 

初山 制村

;：IFW 町
BＴ 

幌延町
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1４２ 

1８２ 

０ 

０ 

０ 

０ 

1８０ 

1８９ 

1４２ 

1８２ 釧路寺

釘[1路市

釧路町

厚岸町

浜中町

標茶町

322 

212 

248 

199 

２０２ 

８９ 

3１ 

3１ 

､０ 

3１ 

４１１ 

243 

279 

1９９ 

２３３ 

1町

蘭越日
町

真狩村

留寿都村

喜茂別町

京極町

倶知安町

共和町

岩内町

213 

1９９ 

146 

1５１ 

170 

170 

１７８ 

164 

1Ｂ９ 

1Ｂ２ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

213 

1９９ 

1４６ 

1５１ 

170 

1７０ 

1７８ 

1６４ 

1Ｂ９ 

1B２ 

宗谷支庁

稚内市

猿払村

浜頓別町

中頓別町

枝幸町

豊富町

礼文町

利尻町

利尻厨±町

527 

1８０ 

243 

1８２ 

257 

213 

219 

180 

198 

６１ 

０ 

0 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

588 

180 

243 

1８２ 

257 

213 
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1８０ 

1９８ 

庁

一根室支庁

弟子屈町

鶴居村

白糠町

根室市

別;側1脚「
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擦茂蕊1.J
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２３２ 

210 
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0 
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0 

0 
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２２０ 
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２１０ 

２５９ 

２９４ 

1９０ 

泊村 1９９ ０ 1９９ 

勾村 197 ０ 1９７ 

BＴ 1８０ ０ 180 

ロード BＴ 195 ０ 1９５ 

汀 150 ０ 150 

汀 ２０２ 3１ 233 

１１１村 1Ｂ２ ０ 1Ｂ２ 

空知支庁

夕張市

岩見沢市

美唄市

】＝別而

赤平市

市

市

砂１１ 市

歌誌 内市

市
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奈罫江町

上砂Ⅱ 町

由仁町

長沼ロ
栗山ﾛ

浦臼ロ
川町

妹背牛町
秩父別町
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派ﾖ山口｣

幌】iﾛ内町
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218 
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1９１ 
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1７１ 
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０ 
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267 
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249 

278 
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232 

252 

237 
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1５０ 

1９１ 

223 

233 

1８２ 

170 

211 

1６３ 

154 

148 

1７１ 

175 

1６１ 
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関連年表

－６２－ 

平成１６年９月

17年３月

1１月

18年３月

7月

1１月

19年６月

11月

富良野市から道に「広域都市構想」の提案

(富良野圏域の全市町村と道の出先機関を統合し、新

しい基礎自治体をつくる構想）

｢道州制に向けた道から市町村への事務・権限移許譲

方針」を策定（道）

(政令市を上回る権限を移譲対象として設定）

十勝圏において「十勝一市構想」が浮上

(十勝圏の全市町村が合併し中核市を目指す構想）

｢地域主権型社会のモデル構想案」を作成（道）

(将来の基礎自治体の区域のイメージ案として二次医

療圏を提示）

｢北海道市町村合併推進構想」を策定（道）

(将来の基礎自治体の区域のイメージとして二次医療

圏を位置づけ）

西胆振圏の全市町長が将来的に一つになるべきとの

認識で一致

｢地域主権型社会のモデル構想2007」を策定（道）

(合併推進構想を受け、道州制の構想として二次医療

圏を将来の基礎自治体の区域のイメージとして位置づ

け）

道州制特区提案検討委員会に関連提案として「広域

中核市制度の創設」を提出（道）

(＝次医療圏と同じ区域の市が誕生した場合に、指定

都市の規定を準用し、道機関の移管を伴う権限移譲を

行う制度）



【医療法（昭和２３年法律第２０５号)】

第三十条の四都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道

府県における医療提供体制の確保を図るための計画（以下「医療計画」という｡）を定め

るものとする。

２医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

－都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業の目標に関する事項

二第四号及び第五号の事業に係る医療連携体制（医療提供施設相互間の機能の分担及

び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ｡）に関する事項

三医療連携体制における医療機能に関する情報の提供の推進に関する事項

四生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提

供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に

関する事項

五次に掲げる医療の確保に必要な事業（以下「救急医療等確保事業」という｡）に関

する事項（ハに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る｡）

イ救急医療

ロ災害時における医療

ハヘき地の医療

二周産期医療

ホ小児医療（小児救急医療を含む｡）

ヘイから木までに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生

の状況等に照らして特に必要と認める医療

六居宅等における医療の確保に関する事項

七医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の確保に関する事項

八医療の安全の確保に関する事項

九地域医療支援病院の整備の目標その他医療機能を考慮した医療提供施設の整備の目

標に関する事項

十主として病院の病床（次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病

域の設定に床を除く｡）及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する

関する事項

十一二以上の前号に規定する区域を併せた区域であって、主として厚生労働省令で定

める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であって当該医療に係るものの整

備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項

十二療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病

床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項

十三前各号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項

３～１２（略）

－６３－ 



平成12年に地方分権一括法が施行されて以降､わが国では三位一体改革や市町村合併などをはじめ､地

方分権の推進に向けた様々な取組が進められています｡これらは地方分権を進める上での通過点であり､この
流れをより確かなものにしていくためには､地方公共団体の自己決定･自己責任を基本理念とした、｢地方自治
の本旨｣を確立していかなくてはなりません。‘

北海道では､地方分権が大幅に進展し､地域のことは地域で決めることができる社会を､地域主権型社会と
呼んでいます。

国は､国と地方の役割分担のあり方を含めた｢この国のかたち｣のあるぺき姿の検討に着手しており､北海道
では､｢道州制の先行実施｣として､道ＩＩｌ１ｌ制特区､道内分権､道州制北海道モデル事業など､地域主権型社会
の実現に向けた道自らの取組を進めています｡一方で､市町村合併や広域行政の取組は､市町村自らの主体
的な取組です｡これら全ての取組は､将来の地域主権型社会の実現を目指すという共通の理念に基づくもの
であり､国､道､市町村のそれぞれが､確かな第一歩を踏み出したところです。

地域主権型社会の下での基礎自治体は､地域の自己決定を実現するための充分な財源と人材を持ち､こ
れらを機能的かつ効率的に活用できる組織体制を備え､現在よりも大幅に拡大された多様なサービスを提供
することが求められます｡これは､地域主権型社会の下での､将来の市町村の姿であり、自己決定と自己責任
に基づき安定的な行政サービスを行うことができる､北海道における基礎自治体の理想の姿です。
このような将来の基礎自治体の具体的な人口規模を､前節で検討した規模の目安に基づいて判断すると、

おおむね人口5万～10万人程度の規模となります。

一方､北海道では全国を上回る速さで少子化･高齢化が進展し､今後は全国を上回る超高齢化社会の到来
が予想されています｡こうした北海道の将来を見据えた場合､これからの基礎自治体は､医療､保健､福祉とい
った地域に最も密着したサービスを総合的に担っていくことが想定されます。
北海道では､これらの分野において､比較的高度で専門性の高いサービスを提供し､おおむね保健医療福

祉サービスの完結を目指す地域単位として､第２次保健医療福祉圏という圏域が既に存在しています｡この圏
域では､地域の住民がこれらのサービスを受けるために必要な医療機関や福祉施設､交通機関などの様々な
地域資源が長い年月を経て蓄積され､地域に深く根付いた圏域を形成しています｡将来の基礎自治体の区域
としては､この｢第２次保健医療福祉圏｣が－つのイメージとして考えられるところです。

第二次保健医療福祉
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第１総論

【図表８：保健医療福祉圏の区域】
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■二次保健医療福祉圏（道内２１圏域）と関連づけられている主な施策等

○保健医療福祉計画

○保健所の配置（道内３１箇所医療計画で規定する医療圏や老人保健福祉

計画で規定する福祉圏を参酌して配置）

○地域センター病院（道内２５箇所）

○ベッド数（二次医療圏ごとに算出したしたものが上限）

○地域保健医療福祉推進協議会（圏域ごと’ヵ所）

（Ｈ２０から「○○保健医療福祉圏域連携推進会議」になる予定）

○高齢者保健福祉圏域連絡協議会（圏域ごと設置）

○陣がい福祉計画等圏域連絡協議会（圏域ごと設置）

○介護保険法による介護保険事業支援計画の区域

■－部またはおおむね二次医療圏と一致する圏域に関連づけられている施策等

○消防本部の広域化

二次医療圏を基本とした２１の消防本部に改編

○,市町村圏組合

し尿処理施設、地域振興策の広域的展開等

○期成会

陳情等の内容によって医療圏と重なる部分がある
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